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近未来世界ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内
国投資信託受益証券の金額】

当初申込期間（平成29年3月21日から平成29年4月17日まで）
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第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

近未来世界ファンド

ただし、愛称として「ザ・フューチャー・エイト」という名称を用いることがあります。

（以下、「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型　追加型株式投資信託の受益権です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および

当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります

（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。ファンドの委託者であるリクソー投信株式会社（以下「委託会社」ということがありま

す。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ

ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

また、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または

信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

(3) 【発行（売出）価額の総額】

①当初申込期間：500億円を上限とします。

②継続申込期間：2,000億円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

①当初申込期間:1口当たり1円とします。

②継続申込期間：原則として、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
※
とします。

※「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除し

た金額）を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組

入有価証券等の値動き等により日々変動します。なお、便宜上1万口当たりで表示されることが

あります。

（なお、前記金額に後記(5)記載の申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税相当額および地方消費

税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。）

自動けいぞく投資契約（委託会社が指定する指定販売会社（受益権の取得の申込の取扱いを行う第一

種金融商品取引業を行う者および登録金融機関を総称して「販売会社」といいます。以下同じ。）に

よっては名称が異なる場合があります。別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。

以下同じ。）に基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額と

します。

基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）算出され、委託会社または販売会社にお問

い合わせいただければいつでもお知らせいたします。委託会社の照会先は以下のとおりです。
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また、基準価額（1万口当たり）は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に

「フューチャ8」として掲載されます。

(5) 【申込手数料】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に4.32％（税抜4.0％）を

上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。

詳しくは販売会社または前記(4)の照会先までお問い合わせください。

自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数

料はかかりません。

(6) 【申込単位】

分配金の受取方法により、申込みには、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの

コースがあります。

「分配金受取コース」は、収益分配時に、収益分配金を現金で受け取るコースです。「自動けいぞく

投資コース」は、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。

いずれのコース共、申込単位は販売会社が別途個別に定める単位とします。

ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。

申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ

い。

(7) 【申込期間】

①当初申込期間：平成29年3月21日から平成29年4月17日までとします。

②継続申込期間：平成29年4月18日から平成30年3月9日までとします。

なお、継続申込期間は、申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される予定で

す。

(8) 【申込取扱場所】

申込期間中、販売会社で申込みを取り扱います。販売会社の詳細に関しましては、前記(4)の委託会社

の照会先までお問い合わせください。なお、販売会社によっては、すべての支店・営業所等で取扱い

をしていない場合がありますので、取扱店等の詳細については、販売会社にお問い合わせください。

(9) 【払込期日】

①当初申込期間

ファンドの受益権の取得申込者は当初申込期間中に、申込代金（申込金額（1円×申込口数）に申込
手数料（消費税等相当額を含みます。）を加算した額）を販売会社に支払うものとします。発行価
額の総額は、当初設定日に、販売会社から委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定する
ファンド口座に払い込まれます。

②継続申込期間

ファンドの受益権の取得申込者は、申込代金（申込金額（翌々営業日の基準価額×申込口数）に、
申込手数料（消費税等相当額を含みます。）を加算した額）を販売会社に支払います。払込期日は
販売会社によって異なります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。各取得申込受付日の
発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、ファンドの受託
会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込代金（購入代金）は、販売会社にお支払いください。

(11)【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は次のとおりです。

株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】

①日本以外の地域における発行はありません。

②取得申込金額には利息はつきません。

③振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

ファンドの収益分配金、一部解約金および償還金は、社振法および前記「（11）振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

この投資信託は、「ザ・フューチャー８指数」（以下、「参照指数」といいます。）のパフォー

マンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する円建て債券（以下、「パフォーマンス

連動債」といいます。）へ投資を行うことにより、参照指数の投資成果を獲得することを目指し

ます。

②信託金の限度額

1,000億円とします。

③ファンドの基本的性格

ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類の属

性区分に該当します。

商品分類表（該当する商品分類を網掛け表示しています。）

単位型・追加型の別 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉となる資産）

単位型投信

追加型投信

国　内

海　外

内　外

株　式

債　券

不動産投信

その他資産

資産複合

該当する商品分類の定義について

項目 該当分類 分類の定義

単位型・追加型 追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも

に運用されるファンドをいいます。

投資対象地域 内　外
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を

実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産

（収益の源泉）
株　式

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

EDINET提出書類

リクソー投信株式会社(E14732)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 5/75



属性区分表（該当する属性区分を網掛け表示しています。）

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

　クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（株式（一

般）））

資産複合

（　　）

　資産配分固定型

　資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日　々

その他

（　　）

グローバル

（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

あ　り

（　　）

な　し

※属性部分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま

す。

＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

項目 該当分類 分類の定義

投資対象資産 債券 その他債券

目論見書または投資信託約款において、公債また

は社債以外の債券に主として投資する旨の記載が

あるものをいいます。

決算頻度 年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算

する旨の記載があるものをいいます。

投資対象地域 グローバル（日本を含む）

目論見書または投資信託約款において、組入資産

による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と

する旨の記載があるものをいいます。

為替ヘッジ なし

目論見書または投資信託約款において、為替の

ヘッジを行なわない旨記載があるものまたは為替

ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

上記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」

に基づき記載しております。なお、上記以外の用語の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】

平成29年4月18日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始（予定）

(3)【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み
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②委託会社およびファンドの関係法人の運営上の役割

委託会社およびファンドの関係法人（受託会社、販売会社）の名称ならびに運営上の役割りの概

要は以下のとおりです。

1）委託会社：リクソー投信株式会社

ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告

書の作成等を行います。

2）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理業務等を行います。な

お、信託事務の処理の一部を日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託する

ことができます。また、外国における資産の保管は、金融機関、第一種金融商品

取引業者、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者

およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することがで

きます。

3）販売会社：ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、受益者からの一部解約の実

行の請求の受付、収益分配金の再投資、受益者への収益分配金、一部解約金およ

び償還金の支払い事務等を行います。

③委託会社と関係法人との契約の概要

1）受託会社と締結している契約

受託会社と委託会社の間では証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方

針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。

2）販売会社と締結している契約

販売会社と委託会社との間では、受益権の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権

の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払

いの取扱いに関する事項等が定められています。

④委託会社の概況

1）資本金の額（平成29年1月末現在）：498百万円

2）会社の沿革

平成19年4月6日 リクソー投信株式会社設立

平成19年7月12日 投資信託委託業の認可取得

平成19年9月30日 金融商品取引業者として登録

　

3）大株主の状況（平成29年1月末現在）

株主名 住所 所有株式数 所有比率

（％）

ソシエテ・ジェネラル フランス、75009 パリ、オス

マン通り29番

9,960株 100.00
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２【投資方針】
(1)【投資方針】

①基本方針

投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

②投資対象

参照指数のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する円建て債券

（「パフォーマンス連動債」）を主要投資対象とします。

③投資態度

1) パフォーマンス連動債の運用にあたっては、一般社団法人投資信託協会規則（以下「協会

規則」といいます。）に則り、以下の方針に基づいて信用リスクを適正に管理することに

より、信用リスクの分散を図ります。

イ.　パフォーマンス連動債への投資比率は、原則として高位を維持します。

ロ.　パフォーマンス連動債への投資は、協会規則の規定に基づき計算される一の者に係る

エクスポージャーが10％を超えないことを条件とします。

2）パフォーマンス連動債への投資を通じて実質的に投資している、参照指数を構成する外貨

建て表示の株式（外貨建資産）等に対する為替ヘッジは行いません。

3) 資金動向、市況動向等によっては暫定的に上記と異なる運用を行う場合があり、この場合

には上記の投資目的が達成されない場合があります。

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権（前記イ.および後記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．約束手形（前記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。）

2) 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてパフォーマンス連動債に投資するほか、次の有価証券（金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
に本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
1) 国債証券

2) 地方債証券

3) 特別の法律により法人の発行する債券

4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
5) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め

るものをいいます。）
6) コマーシャル・ペーパー

7) 外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの

8) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの

をいいます。）
9) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める

ものをいいます。）
10)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。）
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）
13)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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なお、前記1)から5)までの証券および7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するもの
ならびに9)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8)の証券および9)の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
1) 預金

2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）
3) コール・ローン

4) 手形割引市場において売買される手形

5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6）外国の者に対する権利で前記5）の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1）から6）までに掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
≪運用体制≫

委託会社は、「投資信託財産の運用に関する社内規定」や「投資信託財産の運用規程」等を遵守
し、投資信託財産の運用の適正化に努めます。
運用委員会およびコンプライアンス委員会が、ファンドの内部管理およびファンドに係る意思決
定を監督しています。以下は、ファンドの運用体制、内部管理体制を示したものです。

①　運用計画の作成
運用・企画部は、ファンドの運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、運用委員
会に提出します。

②　運用計画の決定
運用委員会では適宜運用計画案の内容を検討し、承認のうえ、運用計画を決定します。

③　運用の実行、売買の発注・約定
運用・企画部の運用担当者は、運用計画に基づき、社内規則に則って投資信託財産の運用を行
います。
約定結果は管理部において処理されます。

④　発注伝票のチェック
処理済の発注伝票はコンプライアンス部においてチェックを受けるとともに、運用状況や法令
等の遵守状況のモニタリングが行われます。

⑤、⑥　モニタリング結果の報告・確認
コンプライアンス部で行ったモニタリングの結果は、コンプライアンス委員会において検討・
確認され、指摘事項については解決が図られます。

⑦　リスク、パフォーマンスの分析
運用・企画部は、ファンドのリスクおよびパフォーマンスの分析を行い、運用委員会に提出し
ます。

⑧　リスク、パフォーマンスの分析結果の評価・検討
運用委員会ではリスクおよびパフォーマンスの分析結果を評価・検討し、その内容はその後の
運用計画に反映されます。

前記の運用体制等は平成29年1月末現在のものであり、今後、変更される可能性があります。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、収益の分配を行います。
1) 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益（評価益を

含みます。）等の全額とします。
2) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行

うものではありません。
3）収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益の運用については特に制限を設けず、委託

会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づき運用を行います。

※なお、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

②収益の分配
信託期間中の収益分配は、次に掲げる収益分配可能額の範囲内で、前記の収益分配方針にした
がって行います。
1) 利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、

諸経費および当該諸経費に係る消費税等相当額、信託報酬等および当該信託報酬等に係る消
費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費および

当該諸経費に係る消費税等相当額、信託報酬等および当該信託報酬等に係る消費税等相当額
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることもできます。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、決
算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）に、販
売会社を通じてお支払いを開始します。また、自動けいぞく投資コースの場合、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5)【投資制限】
≪投資信託約款による投資制限≫
① 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）への投資（投資信託約

款　運用の基本方針 ２.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への直接投資は行いません。
② 株式への投資（投資信託約款　運用の基本方針 ２.運用方法 (3)投資制限）

株式への直接投資は行いません。
③ 投資信託証券への投資（投資信託約款第17条）

投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ デリバティブの利用（投資信託約款 運用の基本方針２.運用方法 (3)投資制限）

デリバティブの直接利用は行いません。
⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限（投資信託約款第20条）

協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ

ブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の

10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、協会規則にし

たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥ 有価証券の貸付の指図・目的・範囲（投資信託約款第21条）

1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を次

の範囲内で貸付の指図をすることができます。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2) 前記1) に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。
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⑦ 資金の借入れ（投資信託約款第27条）

1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴

う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投

資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５
営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における
投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金の借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

≪法令等による投資制限≫
　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の

2）
委託会社は、投資信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の
相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法と
して予め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。

３【投資リスク】
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

＜基準価額の変動要因＞
基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスク
をあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。

■価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、参照指数のパフォーマンスにより価
格および償還価額が変動する性質を有しています。また、参照指数は国内外の株式で構成され
る指数です。このため、指数を構成する銘柄の株価変動は参照指数の動きに影響を与え、当
ファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の価格変動要因となります。参照指数の
下落（上昇）はパフォーマンス連動債の価格の下落（上昇）要因となり、結果としてファンド
の基準価額の下落（上昇）要因となります。
また、中小型株式は、株式市場全体の動きに比べて価格変動が大きくなる傾向があります。こ
のため、これらの影響により参照指数の価格が下落した場合には、パフォーマンス連動債の下
落要因となり、結果としてファンドの基準価額の下落要因となります。

■為替変動リスク
ファンドは、パフォーマンス連動債への投資を通じて実質的に投資している、参照指数を構成
する外貨建て表示の株式（外貨建資産）等に対する為替ヘッジは行いません。このため、外貨
建資産の表示通貨が対円で下落（上昇）した場合には、日本円表示の参照指数およびパフォー
マンス連動債の価格の下落（上昇）要因となり、ファンドの基準価額の下落（上昇）要因とな
ります。

■銘柄集中リスク
ファンドは、特定のパフォーマンス連動債を高位に組み入れ、直接的な分散投資は行われませ
ん。このため、ファンドの基準価額は、パフォーマンス連動債の価格変動の影響を大きく受け
て変動します。

■信用リスク
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の発行体の経営・財務状況、信用状況の
変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、パフォーマンス連動債の価格が下
落した場合や債務不履行が生じた場合には、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が
下落する場合があります。
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また、ファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用す
る場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、当ファンドの基準価
額が下落する場合があります。

■流動性リスク
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、パフォーマンス連動債の残存期間中
における売買に関して、通常は、パフォーマンス連動債の値付け業者等が相手方となり売買を
成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変し
た場合やパフォーマンス連動債に係る大量の売買注文が発生した場合、値付け業者等が値付け
業務や売買を制限・延期・中止した場合、パフォーマンス連動債が参照する参照指数の算出・
公表等に遅延・停止が生じた場合等には、パフォーマンス連動債の価格が大きく変動したり売
買に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が
下落する場合があります。

■カントリーリスク
株式の価格は、その発行者や取引所等が属する国・地域の政治・経済および社会情勢の変化等（カン
トリー・リスク）の影響を受けて変動します。このため、これらの影響により参照指数の価格が下落
した場合には、パフォーマンス連動債の下落要因となり、結果としてファンドの基準価額の下落要因
となります。
また、特に新興国には次のようなリスクが考えられます。
・政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性。
・他国との外交関係の悪化、クーデター、資産移転に関する規制や外国からの投資規制の導入等の可
能性。

・法制度や社会基盤、情報開示制度の未整備または慣習の相違等により、正確な情報の入手が困難と
なる可能性。

＜その他の留意点＞
■収益分配金に関する留意事項

●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行
うものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。ま
た、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

●収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払い戻しに相当する場合があります。

■パフォーマンス連動債への投資に伴う信用リスクの管理について
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債には、担保資産を保有すること等によ
り、協会規則の規定に基づき計算される一の者に係るエクスポージャーが10％を超えないため
の仕組みを講じており、ファンドは協会規則に則り信用リスクを適正に管理することにより、
信用リスクの分散を図っています。

■参照指数の投資成果への追随について
ファンドは、主要投資対象とするパフォーマンス連動債を高位に組み入れ、参照指数の投資成
果に追随することを目指しますが、ファンドの追加設定や一部解約などへの対応に伴うパ
フォーマンス連動債の組入比率の変動、信託報酬の支弁、参照指数とパフォーマンス連動債と
の値動きの連動性の乖離の影響等により、必ずしも、ファンドの運用実績が参照指数の投資成
果に追随するものではありません。

■参照指数の投資成果に関する留意事項
参照指数の構成銘柄の選定にあたっては、ギャブカル社のリサーチ情報を活用しますが、これ
により、参照指数のパフォーマンスが市場平均を上回ることやファンドの運用の基本方針の達
成を示唆・保証するものではありません。

■クーリング・オフについて
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。

■その他
資金動向、市況動向等によっては、ファンドが目的とする運用が行えない場合や、ファンドの投
資目的が達成されない場合があります。

＜投資リスクの管理体制＞
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リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告され
ます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。コンプライアンス部では、
運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モ
ニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われま
す。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に4.32％（税抜4.0％）を上限として、販売会社がそれ
ぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※　申込手数料は、購入時の商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに事務手
続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。

詳しくは販売会社または後記の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込
手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】
換金（解約）時に手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保
額は、原則として、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額となり
ます。
※　信託財産留保額とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安
定的な推移を図るため、信託期間の途中で換金する投資者から徴収する一定の金額をいい、投資
信託財産中に留保されます。

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に対して次の率を乗じて

得た額とします。

　

純資産総額
年率（カッコ内は税抜き）

合計 委託会社 販売会社 受託銀行

50億円以下

の部分

0.594％

（0.550％）

0.270％

（0.250％）

50億円超、

100億円以

下の部分

0.540％

（0.500％）

0.216％

（0.200％）

0.270％

（0.250％）

0.054％

（0.050％）

100億円超

の部分

0.486％

（0.450％）

0.162％

（0.150％）

②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資
信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支
弁のときに投資信託財産中から支弁します。

③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託
報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対す
る代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託
会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払
われます。
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　≪信託報酬等を対価とする役務の内容≫

委託会社 ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理　
および各種事務手続き等

受託会社 投資信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用等

1）組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等、資金の借入れを行った場合の当該
借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託
会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の

純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額
とともに投資信託財産中から支弁します。

3）前記1）および2）の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産
中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用

b. 有価証券届出書等開示書類（これらの訂正も含みます。）および目論見書（これらの

訂正も含みます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要す
る費用

c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または

投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用

なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して以下「諸費用」といい、前記1)に掲げる
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前記2)
に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して以下「諸
経費」といいます。

4) 委託会社は、前記3）に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の

支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財
産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付するこ
とができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費
用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率
または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。

5) 前記4）において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資

信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金
額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。

6) 前記4）において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投

資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の
最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税
等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。

≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫

組入有価証券等の売買に要する
費用

有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数
料

保管費用 外国における資産の保管に係る費用

投資信託財産に関する租税 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券
の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等

信託事務の処理に要する費用 事務処理に係る諸経費

監査に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

●有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財
産の純資産総額に年0.0108％（税抜 年0.01％）の率を乗じて得た額を上限に実費の額とし

ます。

●有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は、投資信託財産の純資産総額に年0.108％（税抜

年0.1％）の率を乗じて得た額を上限とします。
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※「その他の手数料等」の中には、あらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もし
くは上限額、またはこれらの計算方法を記載することができないものがあります。

②パフォーマンス連動債および参照指数に係る費用
当ファンドは直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債の評価額算出にあ
たっては債券管理費用として、参照指数においては指数費用として合計0.40％（年率）が考
慮されます。また、その他の費用が生じる場合もあり、これらの費用は当ファンドの基準価
額に影響を与えます。

※　手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができません。

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者および内国法人である受益者に対する課税上の取扱いは、以下のようになりま
す。ただし、税法が変更・改正された場合には、以下の内容および本書における税金に関わる
記載の内容が変更になることがあります。

①個人の受益者に対する課税
1) 収益分配金に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として以下の税率による源泉
徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかの
選択をすることもできます。

時期 税率

平成49年12月31日まで 20.315％ （所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）

平成50年1月1日から 20％ （所得税15％、地方税5％）

2) 一部解約時および償還時の課税

一部解約時および償還時の差益（一部解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料
（税込）を含む）を控除した利益（譲渡益））については、譲渡所得として以下の税率で
申告分離課税が適用され、特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。

時期 税率

平成49年12月31日まで 20.315％ （所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）

平成50年1月1日から 20％ （所得税15％、地方税5％）

＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合＞
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税
1) 分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過

額については以下の税率で源泉徴収（源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されま
す。）が行われます。

時期 税率

平成49年12月31日まで 15.315％ （所得税15％、復興特別所得税0.315％）

平成50年1月1日から 15％ （所得税15％）

2) ファンドは益金不算入制度は適用されません。

③個別元本方式について
1）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当

該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあ
たります。
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2）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

3）受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両
コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。

4）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。

④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
1）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者

の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

3) なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個

別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。

※　上記は平成29年1月末日現在の税法に基づく記載です。税法が改正された場合などには、前記
の内容および本書における税金に関わる記載の内容が変更になる場合があります。

※　税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

EDINET提出書類

リクソー投信株式会社(E14732)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

23/75



５【運用状況】
当ファンドは、平成29年4月18日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当

事項はありません。

(1)【投資状況】

該当事項はありません。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

該当事項はありません。

②【分配の推移】

該当事項はありません。

③【収益率の推移】

該当事項はありません。

(4)【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

①ファンドの取得申込者は、販売会社所定の手続きを行ったうえで、取得申込みを行うものとしま

す。

②継続申込期間においては、原則として、取得申込日から起算してファンド営業日
※
が2日間連続

（土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなしま

す。）する場合に、当該日での取得申込みの受付けを行います。ただし、国内外の祝休日の状況

によっては、当該日での取得申込みの受付けを行わない場合があります。

※以下、ファンド営業日とは、日本の営業日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所およびユーロ

ネクスト・パリが営業している日をいいます。

③取得申込みの受付けは、取得申込受付日の午後3時までとし、当該申込み受付けに係る販売会社

所定の事務手続きが完了したものを当日分の申込みとします。当該受付時間を過ぎた場合の申込

みは、翌取得申込受付日での取扱いとなります。

(2) 申込価額

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）とします。

(3) 申込手数料

申込価額に4.32％（税抜4.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて

得た額とします。

(4) 申込単位

分配金の受取方法により、申込みには、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2

つのコースがあります。

「分配金受取コース」は、収益分配時に収益分配金を現金で受け取るコースです。「自動けいぞく

投資コース」は、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。

いずれのコース共、申込単位は販売会社が別途個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞ

く投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。

申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合

わせください。

(5) 申込代金の支払

ファンドの取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに申込代金（申込金額および申込手数

料（消費税等相当額を含みます。））を当該販売会社に支払うものとします。

(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン

ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支

払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが

できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ

の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま

す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ

の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じ

た受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ

ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行い

ます。

(7) 取得申込の中止等

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値

付け業務や売買等の制限・中止・延期、参照指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得な

い事情があるときには、委託会社の判断で、受益権の取得申込みの受付けを制限・中止する場合が

あります。また、既に受付けた取得申込みを取消しする場合があります。

２【換金（解約）手続等】
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(1) 換金（解約）方法

受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として、一部解約請求申込日から起算してファンド

営業日が2日間連続（土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているも

のとみなします。）する場合に、当該日での一部解約の実行の請求の申込みを行うことができま

す。ただし、国内外の祝休日の状況によっては、当該日での一部解約の実行の請求申込みの受付け

を行わない場合があります。

一部解約の実行の請求の申込みの受付けは、一部解約請求受付日の午後3時までとし、当該申込み

受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日分の申込みとします。当該受付時間

を過ぎた場合には、翌一部解約請求受付日での取扱いとなります。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし

ます。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

(2) 換金（解約）価額

一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信

託財産留保額として控除した額とします。

一部解約金（換金代金）は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日から

起算して7営業日目から受益者に支払います。

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホー

ムページ上でも確認することができます。

(3) 換金（解約）単位

販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。

(4) 換金手数料はありません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則とし

て、一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額となります。

(5) 一部解約の実行の請求の受付けを中止する特別な場合

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値

付け業務や売買等の制限・中止・延期、参照指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得な

い事情があるときには、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付けを制限・中止する場合が

あります。また、既に受付けた一部解約の実行の請求を取消しする場合があります。

上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に

行った当該一部解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ

の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(2)の規

定に準じて計算された価額とします。

(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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３【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日にお

ける受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、１万口当たりに換算した価額で表示

されることがあります。

《主な投資対象の評価方法》

公社債等：計算日
※１

における、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
※2

(1)日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

(2)第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

(3)価格情報会社の提供する価額

※1 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたは

アモチゼーション）による評価を適用することができます。

②基準価額の算出頻度および照会先

基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額に関しては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

委託会社の照会先は以下のとおりです。

また、基準価額（1万口当たり）は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」

欄に「フューチャ8」として掲載されます。

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、

受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

ファンドの信託期間は、平成29年4月18日（信託設定日）より平成39年12月10日までとします。た

だし、「（5）その他　①信託の終了」に該当する場合には、当該信託の終了の日までとなりま

す。

(4)【計算期間】

ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとします。ただし、第1計算期間は平

成29年4月18日から平成29年12月11日までとします。

前記にかかわらず、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が

開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、当該信託の終了の日とします。

(5)【その他】
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①信託の終了

1) 投資信託契約の解約

a. 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、投資信託契約締結日から1年を超えた日以降において、投資信託契約の一

部を解約すること等の事由により投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなる場合

または下回ることとなった場合、法令や税制の変更が発生したとき、パフォーマンス連動債に

係る関係者の倒産等の事由により主要投資対象であるパフォーマンス連動債が早期償還される

こととなった場合、参照指数の算出・公表等が停止した場合、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがで

きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け

出ます。

b. 委託会社は、前記a.にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決

議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資

信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約

に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し

ます。

c. 前記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.におい

て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛

成するものとみなします。

d. 前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる

多数をもって行います。

e. 前記b.からd.までの規定は、次に該当する場合には適用しません。

イ．委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この

投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした

場合

ロ．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.

からd.までの手続きを行うことが困難な場合

2) 投資信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

3）委託会社の登録取消等に伴う取扱い

a. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託会社は、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

b. 前記a.の規定にかかわらず、監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を

他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は後記「② 投資信託約款の

変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において

存続します。

4）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその

任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託

会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し

た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変

更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合

を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託

を終了させます。

②投資信託約款の変更等
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1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併

合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ

うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は、「②投資信託

約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

2) 委託会社は、前記1) の事項（前記1）の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する

場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する

場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お

よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れ

ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3) 前記2) の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下3）において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ

ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する

ものとみなします。

4) 前記2) の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多

数をもって行います。

5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。

6) 前記2) から5) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同

意の意思表示をしたときには適用しません。

7) 前記1) から6) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場

合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決

された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

8) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記の規定にした

がいます。

③運用報告書の作成

委託会社は、原則として年1回の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じ

て、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。

委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ(http://www.lyxor.co.jp)

に掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを

交付します。

④他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ

ん。

1) 他の受益者の氏名または名称および住所

2) 他の受益者が有する受益権の内容
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⑤公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑥関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」（別の名称で

同様の権利義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および

販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、原則として、自動的に１年間更新されるもの

とし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

1) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの投資信託契

約に関する事業を譲渡することがあります。

2) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンド

の投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い

ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により

定めます。

⑨信託期間の延長

委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託

会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができま

す。

⑩反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解

約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支

払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款

の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買

取請求の規定の適用を受けません。
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４【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日

時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおり

です。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じ

た利益および損失はすべて受益者に帰属します。

(1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金

は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金

に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分

配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で

記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決

算日から起算して5営業日までに、販売会社を通じて支払いを開始します。

収益分配金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金に

ついて支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を

受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記

録されます。

(2) 償還金に対する請求権

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委

託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日まで）から、信託終了日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた

受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払いを開始します。

償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償

還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から

交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載

にしたがって請求することができます。一部解約金の支払いは販売会社の各営業所等において行い

ます。受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責される

ものとします。

(4) 帳簿閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・

謄写を請求することができます。

(5) 受益者集会

受益者集会は開催しません。
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第３【ファンドの経理状況】

ファンドは、平成29年4月18日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在で何ら資産
を有していませんので、該当事項はありません。
ファンドの会計監査は、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により行われる予定であり、監査証明を受け
たファンドの財務諸表は有価証券報告書に記載されます。

１【財務諸表】
該当事項はありません。

２【ファンドの現況】
該当事項はありません。
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行しませ
ん。

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者名簿

作成しません。

(3) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(5) 受益権の譲渡に係る記載または記録

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。

②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。

(8) 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信
託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成29年1月末現在

資本金の額　　4億9,800万円　　　　　　

発行株式総数　　 40,000株　

発行済株式総数　　9,960株　

過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構（平成29年1月末現在）

①会社の組織図

②会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選

任され、その任期は就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとしま

す。ただし、任期満了前に退任した取締役の補充、または増員のために選任された取締役の任期

は、他の取締役の残存任期と同一とします。

取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役1名を選任することができます。

③投資運用の意思決定機構
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計画（PLAN） ： 運用・企画部で運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、

運用委員会にて決定します。

実行（DO） ： 運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオの構築および管理を行い

ます。

検証（CHECK） ： 運用・企画部では、リスクおよびパフォーマンスの分析を行います。ま

た、分析の結果は運用委員会に報告され、内容について評価・検討を行

います。

コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および

法令等の遵守状況のモニタリングを行います。モニタリングの結果はコ

ンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認を行いま

す。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）ならびにその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融

商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。

平成29年1月末現在、委託会社の運用する証券投資信託（親投資信託は除きます。）の本数は12本

（追加型株式投資信託12本）、純資産総額の合計は、約324,577百万円です。
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３【委託会社等の経理状況】

(1) 委託会社であるリクソー投信株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）、ならびに同規則第2

条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52

号）により作成しております。

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）、ならびに同規則第38

条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第

52号）により作成しております。

(2) 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(3) 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、委託会社の第9期事業年度（平成27年4月1日

から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けてお

ります。

　　また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、委託会社の第10期事業年度に係る中間

会計期間（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツの中間監査を受けております。
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財務諸表

（1）【貸借対照表】　　                                          　　　　　（単位：千円）

期　　別
第　8　期

(平成27年3月31日現在)
第　9　期

(平成28年3月31日現在)

科　　目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（資産の部） ％ ％

流動資産

現金・預金 531,117 578,972

前払費用 7,525 12,264

未収委託者報酬 126,262 78,201

未収入金　　　　　　 - 59,552

未収収益 427,654 86,760

繰延税金資産 22,068 27,260

1年内回収予定の差入保証金 14,784 -

その他 1,799 1,624

　　　　　　流動資産計 1,131,213 99.9 844,635 99.6

固定資産

有形固定資産        ※1  1,624 1,558

建物附属設備 0 -

器具備品 1,624 1,558

無形固定資産        0 0

ソフトウェア 0 0

投資その他の資産 - 2,110

長期差入保証金 - 2,110

　　　　　　固定資産計 1,624 0.1 3,669 0.4

　　　　　　　資産合計 1,132,838 100.0 848,305 100.0
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（単位：千円）

期　　別
第　8　期

(平成27年3月31日現在)
第　9　期

(平成28年3月31日現在)

科　　目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（負債の部） ％ ％

流動負債

預り金 5,037 4,547

未払金 161,595 106,632

　未払手数料 84,235 33,786

　その他未払金 77,359 72,846

未払法人税等 48,809 3,056

未払消費税等　　　　※2 15,488 16,871

賞与引当金 17,744 8,741

　 その他流動負債 - 17,013

              流動負債計 248,675 22.0 156,863 18.5

固定負債

  役員退職慰労引当金 17,013 -

  長期賞与引当金 1,935 -

                　固定負債計 18,948 1.7 - 0.0

                負債合計 267,624 23.6 156,863 18.5

（純資産の部）

株主資本

　資本金　　　　　　 498,000 44.0 498,000 58.7

　利益剰余金  

  利益準備金 - 16,400

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金 367,213 177,042

　　　　　利益剰余金合計 367,213 32.4 193,442 22.8

　　　　　　株主資本合計 865,213 691,442

　　　　　　　純資産合計 865,213 76.4 691,442 81.5

　　　　負債・純資産合計 1,132,838 100.0 848,305 100.0
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（2）【損益計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　（単位：千円）

期　別
第 8 期

（自平成26年4月 1日
  至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日
  至平成28年3月31日）

科  目 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  営業収益 ％ ％

　　委託者報酬 748,851 762,389

　　運用受託報酬 5,929 1,782

　　投資助言報酬 286,493 11,190

    その他営業収益　　　 190,387 167,018

        　　　　　　営業収益計 1,231,662 100.0 942,381 100.0

  営業費用

　　支払手数料 495,166 462,627

    広告宣伝費 1,671 1,896

    委託計算費 37,771 43,784

    営業雑経費 18,125 14,243

      通信費 8,637 11,565

　　　印刷費 6,620 -

      協会費 2,867 2,678

        　　　　　　営業費用計 552,735 44.9 522,552 55.5

  一般管理費

    給料 196,927 178,150

      役員報酬 　　  　    31,991 32,131

      給料・手当 142,039 139,878

      賞与 22,896 6,140

    福利厚生費 27,748 21,428

    交際費 2,024 625

    旅費交通費 9,036 4,212

    租税公課 3,839 3,520

    不動産賃借料 27,955 23,688

　　退職給付費用 15,815 20,358

役員退職慰労引当金繰入額 1,909 -

    賞与引当金繰入額 14,404 6,168

    減価償却費  　　　　※1  1,869 508

    業務委託費 66,347 76,301

　　消耗品費 1,007 984

　　会計監査費 16,845 16,921

    諸経費 30,898 39,895

      　　　　　 一般管理費計 416,629 33.8 392,763 41.7

  営業利益 262,297 21.3 27,064 2.9

  営業外収益

    受取利息 3 4

　　為替差益 273 281

    雑収入 971 92

      　　　　　 営業外収益計 1,247 0.1 378 0.0

　営業外費用

　　投資助言業務の終了に

　　伴う差額　　　　 　　※2  - 47,429

　　固定資産除却損 - 244
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                  営業外費用計 - 47,674 5.1

  経常利益又は経常損失（△） 263,545 21.4 △20,230 △2.1

  税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△）

263,545 21.4 △20,230 △2.1

  法人税、住民税及び事業税 102,718 8.3 290

　法人税等還付税額 △5,555

　法人税等調整額 △4,068 △0.3 △5,192 △0.6

  当期純利益又は当期純損失（△） 164,895 13.4 △9,771 △1.0

（3）【株主資本等変動計算書】

  第　8　期　（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

（単位：千円）

株主資本   純資産合計

資本金 利益剰余金 株主資本

合計

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計　　

繰越利益剰余金

当期首残高 498,000 - 202,318 202,318 700,318 700,318

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益 164,895 164,895 164,895 164,895

当期変動額合計 - - 164,895 164,895 164,895 164,895

当期末残高 498,000 - 367,213 367,213 865,213 865,213

  第　9　期　（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

（単位：千円）

株主資本   純資産合計

資本金 利益剰余金 株主資本

合計

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計　　

繰越利益剰余金

当期首残高 498,000 - 367,213 367,213 865,213 865,213

当期変動額

剰余金の配当 16,400 △180,400 △164,000 △164,000 △164,000

当期純損失（△） △9,771 △9,771 △9,771 △9,771

当期変動額合計 - 16,400 △190,171 △173,771 △173,771 △173,771
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当期末残高 498,000 16,400 177,042 193,442 691,442 691,442
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重要な会計方針

項目
第 9 期

（自平成27年4月 1日
　　至平成28年3月31日）

1　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物附属設備　　　１０～１５年

器具備品　　　　　  ４～１５年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）による定額法を採用しており

ます。

2　外貨建の資産及び負債の本邦

  通貨への換算基準  

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

3　引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

　　従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見

込額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支払に備えるため、期末要支給額を

計上しております。

(3) 長期賞与引当金

　　従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見

込額のうち当期負担額を計上しております。

4　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお

　　ります。

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日）

（1）概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可

能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰

延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが

行われております。
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①　（分類1）から（分類5）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

②　（分類2）及び（分類3）に係る分類の要件

③　（分類2）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

④　（分類3）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能

　　期間に関する取扱い

⑤　（分類4）に係る分類の要件を満たす企業が（分類2）又は（分類3）に該当する場合の取扱い

（2）適用予定日

平成28年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、現時点において評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

第　8　期
（平成27年3月31日現在）

第　9　期
（平成28年3月31日現在）

※1　有形固定資産の減価償却累計額は以下の　

　　 通りであります。

建物附属設備

器具備品

3,349千円

6,418千円

※2　消費税等の取扱い

　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

        相殺のうえ、流動負債の「未払消費税

　　　  等」として表示しております。

※1　有形固定資産の減価償却累計額は以下の

    通りであります。

建物附属設備

器具備品

- 千円

2,458千円

※2　消費税等の取扱い

　　　同左
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（損益計算書関係）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

※1　減価償却費は以下の通りであります。

　　　　有形固定資産　　　  1,869千円

　　 　

　　　  　　

※1　減価償却費は以下の通りであります。

　　　　有形固定資産　　    508千円

　 　

※2  リクソー・アセット・マネジメント・

　　　エス・エイ・エスとの業務契約の終

了　　　　　　　　　

　　　に伴う差額です。

　

（株主資本等変動計算書関係）

  
　

第 8 期会計期間
（自平成26年4月 1日

　　至平成27年3月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

当事業年度

期首株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

　普通株式 9,960 - - 9,960
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第 9 期会計期間
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

当事業年度

期首株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

　普通株式 9,960 - - 9,960

2.　配当に関する事項

（決議） 株式の

種類

配当金の

総額

（百万円）

1株当たり

配当額（円）

基準日 効力発生

日

平成27年6

月22日定時

株主総会

普通株式 164 16,465.86

平成27年

6月22日

平成27年

6月30日

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

                                                                        　（単位：千円）

第 8 期
（平成27年3月31日現在）

第 9 期
（平成28年3月31日現在）

１年内         16,634         16,874

１年超　　         62,379         46,405

　　　合計         79,013         63,280

なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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(金融商品関係)　

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、主に第2種金融商品取引、投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らし

て、必要な資金（主に親会社からの資本増資）を調達しております。トレーディング目的の取引は行

わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制　　　　　　　　　　　

預金のすべてが要求払預金であります。

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる

信託報酬の未収分であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは限定

的であります。

未収入金は未収還付法人税等及び旧本社オフィスの差入保証金であります。これらは短期で決済され

るため、信用リスクは限定的であります。

営業債権である未収収益は海外の関連会社への円建て債権であり、そのすべてが1年以内に決済され

ます。

営業債務である未払手数料及びその他未払金はそのすべてが1年以内の支払期日であります。その他

未払金の一部には海外の関連会社への外貨建て債務があり、為替の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。

②市場リスクの管理

預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。

また、外貨建金銭債務については、同じ外貨建ての預金を保有することにより、リスクを低減してお

ります。　　　　　　　

　　　　　　　　　　

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

第 8 期（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金 531,117 531,117 -

未収委託者報酬 126,262 126,262 -

未収収益 427,654 427,654 -

未払手数料   84,235   84,235 -

その他未払金 77,359 77,359 -
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第 9 期（自平成27年4月1日　至平成28年3月31日）

                                                                          （単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金 578,972 578,972 -

未収委託者報酬 78,201 78,201 -

未収入金   59,552   59,552 -

未収収益   86,760   86,760 -

未払手数料   33,786   33,786 -

その他未払金 72,846 72,846 -

（ 注1 ）金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金・預金、未収委託者報酬、未収入金、未収収益、未払手数料、並びにその他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

  

  ( 注2 ）金銭債権の決算日後の償還予定額

  第 8 期（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

１年以内 １年超　　

預金 531,117 -

未収委託者報酬 126,262 -

未収収益 427,654 -

　　　合計 　  1,085,035 -

  第 9 期（自平成27年4月1日　至平成28年3月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

１年以内 １年超　　

預金 578,972 -

未収委託者報酬 78,201 -

未収入金   59,552 -

未収収益   86,760 -

　　　合計     803,486 -
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（税効果会計関係）

第 8 期
（平成27年3月31日現在）

第 9 期
（平成28年3月31日現在）

1.　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産　　　　　（単位：千円）

賞与引当金 6,491

未払金 11,423

資産除去債務 835

減価償却の償却超過 346

役員退職慰労引当金 5,495

未払事業税否認 3,596

繰延税金資産小計 28,188

評価性引当額 △6,120

繰延税金資産合計 22,068

2.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

　　等の負担率との間の差異の原因となった主

　　な項目別内訳

　　　　　

(%)

法定実効税率 35.64

(調整）　

交際費等永久に損金

に算入されない項目
2.45

住民税均等割等 0.11

評価性引当金 △0.41

税率変更による期末

繰延税金資産の減額

修正

0.65

その他 △1.01

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
37.43

　

1.　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産　　　　　（単位：千円）

賞与引当金 2,697

未払金 7,661

資産除去債務 2,141

その他流動負債 5,250

未払事業税否認 -

繰越欠損金 12,077

繰延税金資産小計 29,827

評価性引当額 -

繰延税金資産合計 29,827

繰延税金負債

仮払事業税 △2,567

繰延税金負債合計 △2,567

繰延税金資産の純額 27,260

2.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

　　等の負担率との間の差異の原因となった主

　　な項目別内訳

　　　　　

　　  税引前当期純損失が計上されている

　　　ため、記載しておりません。
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3.　法定実効税率の変更による繰延税金資産

の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成

　28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する法律」（平成28年法律第13号）が平

成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1

日以後に開始する事業年度から法人税率等の

引下げ等が行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の33.06％か

ら平成28年4月1日に開始する事業年度及び平

成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見

込まれる一時差異等については30.86％に、平

成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については30.62%と

なります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額

は1,943千円減少し、法人税等調整額が同額増

加しております。
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（資産除去債務関係）

    第 8 期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

(1)  資産除去債務の概要

　当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務

　を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の

　負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めない

　と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上

　する方法によっております。

(2)  資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を入居開始から29年と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。

(3)  当該資産除去債務の総額の増減

　 　

  資産除去債務の総額の期中における重要な増減はありません。

　

　　　第 9 期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

当事業年度において、本社オフィスを移転したことにより、旧オフィスの原状回復費用

6,931千円を支払っております。　　

（セグメント情報）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

　　　　　同左
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（セグメント関連情報）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　至平成27年3月31日）

1.  製品及びサービスごとの情報

  単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の

　 90%を超えるため、記載を省略しております。

2.　地域ごとの情報

　　（1）営業収益

（単位：千円）

日本 フランス（欧州） 合計

13,252 469,558 482,810

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　　　なお、委託者報酬748,851千円については制度上、顧客情報を知りえないため

　　　含まれておりません。

(2)　有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の

　　金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3.　主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

リクソー・アセット・マネジメン

ト・エス・エイ・エス

469,558 資産運用業

　　

（注）なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を

　　　省略しております。　
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第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

1.  製品及びサービスごとの情報

  単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の

　 90%を超えるため、記載を省略しております。

2.　地域ごとの情報

　　（1）営業収益

（単位：千円）

日本 フランス（欧州） 合計

1,782 178,209 179,991

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　　　なお、委託者報酬762,389千円については制度上、顧客情報を知りえないため

　　　含まれておりません。

(2) 有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の

　　金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3.　主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

リクソー・アセット・マネジメン

ト・エス・エイ・エス

178,209 資産運用業

　　

（注）なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を

　　　省略しております。　

　　　

　　　　

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
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第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

　　　　該当事項はありません。 　　　　　同左

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

　　　　該当事項はありません。 　　　　　同左

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

　　　　該当事項はありません。 　　　　　同左
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（関連当事者情報）

　

1.　関連当事者との取引

第 8 期　（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

(1)　兄弟会社等

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又は出

資金

事業の

内容

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の兼

任等

事業上の

関係

親会社の

子会社

リクソーア

セット・マ

ネジメン

ト・エス・

エイ・エス

フランス

パリ

161,106千

ユーロ

資産運用

会社
なし

外国投信

付随業務

投資顧問料

の受け取り

(注1)
286,493 未収収益 366,743

取締役

1名

付随業務

サービス料

の受け取り

(注2)

183,065 未収収益 54,182

付随業務

サービス料

の支払い

(注3)

68,246 未払金 16,459

親会社の

子会社

ソシエテ

ジェネラル

証券会社　

東京支店

東京都

港区

290,543 千米

ドル
証券業 なし

取締役

1名

外国投信

付随業務

及び

業務　委

託

出向者給与

の支払い

(注5)

142,039 - -

付随業務

サービス料

の受け取り

(注2)

7,322 未収収益 6,288

業務委託費

の支払い

(注4)

66,336 未払金 16,228

　（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。

　　　 　2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
（注1）　投資顧問料の受取りについては、当社との間で締結された投資顧問契約に記載さ

れた条件で計算されています。
（注2）　付随業務サービス料の受取りについては、当社との間で締結された業務サービス

契約に記載された条件で計算されています。
（注3）　付随業務サービス料の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約

に基づいて支払われています。
（注4）　業務委託費の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約に基づい

て支払われています。
（注5）　出向者給与の支払いについては、出向契約書に基づいて出向者に係る人件費相当

額が支払われています。
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　 第 9 期　（自平成27年4月1日　至平成28年3月31日）

　(1)　親会社

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又は出

資金

事業の

内容

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の兼

任等

事業上の

関係

親会社
ソシエテ

ジェネラル

フランス

パリ

29,537百万

ユーロ
銀行業

被所有

100％
なし

業務

委託

業務委託費

の支払い

(注4)

9,864 未払金 9,497

親会社

ソシエテ　

ジェネラル

銀行　東京

支店

東京都　　

千代田区

2,013

百万円
銀行業 なし なし

業務

委託

業務委託費

の支払い

(注4)

7,834 未払金 700

　(2)　兄弟会社等

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又は出

資金

事業の

内容

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の兼

任等

事業上の

関係

親会社の子

会社

リクソーア

セット・マ

ネジメン

ト・エス・

エイ・エス

フランス

パリ

161,106千

ユーロ

資産運用

会社
なし

取締役

1名

外国投信

付随業務

投資顧問

料の受け

取り

(注1)

11,190 未収収益 -

付随業務

サービス

料の受け

取り

(注2)

167,018 未収収益 86,760

付随業務

サービス

料の支払

い

(注3)

79,411 未払金 19,688

投資助言

業務の終

了に伴う

差額

47,429 - -
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親会社の子

会社

ソシエテ

ジェネラル

証券会社東

京支店

東京都

千代田区

290,543 千米

ドル
証券業 なし

取締役

1名

外国投信

付随業務

及び

業務

委託

出向者給

与の支払

い

(注5)

139,878 - -

業務委託

費の支払

い

(注4)

68,466 未払金 17,261

　（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。

　　　 　2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
（注1）　投資顧問料の受取りについては、当社との間で締結された投資顧問契約に記載さ

れた条件で計算されています。
（注2）　付随業務サービス料の受取りについては、当社との間で締結された業務サービス

契約に記載された条件で計算されています。
（注3）　付随業務サービス料の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約

に基づいて支払われています。
（注4）　業務委託費の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約に基づい

て支払われています。
（注5）　出向者給与の支払いについては、出向契約書に基づいて出向者に係る人件費相当

額が支払われています。

2.　親会社又は重要な関係会社に関する注記

(1)　親会社情報

　　　　ソシエテ　ジェネラル（ユーロネクスト（パリ）に上場）　　　
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（一株当たり情報）

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　至平成27年3月31日）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

　一株当たり純資産額　　　　　86,868円83銭

　一株当たり当期純利益金額  　16,555円75

銭　　

　

　なお、潜在株式調整後一株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため

　記載しておりません。

　注）一株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

　　　は、以下のとおりです。

第 8 期
（自平成26年4月 1日

　　至平成27年3月31日）

当期純利益金額 （千円） 164,895

普通株式に係る当期純利益金

額（千円）
164,895

普通株主に帰属しない金額

（千円）
-

普通株式の期中平均株式数

（株）
9,960

　一株当たり純資産額　　　　  69,421円89銭

　一株当たり当期純損失金額 (△) △981円07

銭　　

　

　なお、潜在株式調整後一株当たり当期純利益

　金額については、一株当たり当期純損失金額で

あり、また潜在株式が存在しないため

　記載しておりません。

　注）一株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

　　　は、以下のとおりです。

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

当期純損失金額（△）(千円) △9,771

普通株式に係る当期純損失

金額（△）(千円）
△9,771

普通株主に帰属しない金額

（千円）
-

普通株式の期中平均株式数

（株）
9,960

　（重要な後発事象）

第 9 期
（自平成27年4月 1日

　　至平成28年3月31日）

　　　　                  　該当事項はありません。
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中間財務諸表

(1）中間貸借対照表                                          　　　　　（単位：千円）

第 10 期中間会計期間末
(平成28年9月30日現在)

科目 内訳 金額 構成比

（資産の部） ％

流動資産

現金・預金 713,040

前払費用 4,698

未収委託者報酬 74,743

未収収益　　　　　　 27,175

繰延税金資産 18,732

その他 1,498

　　　　　 流動資産合計 839,890 98.9

固定資産

有形固定資産        ※1  1,362

器具備品 1,362

無形固定資産        0

ソフトウェア 0

投資その他の資産        7,790

長期差入保証金 310

繰延税金資産 7,480

　　　　 　固定資産合計 9,152 1.1

　　　 　　　　資産合計 849,042 100.0

（単位：千円）

第 10 期中間会計期間末
(平成28年9月30日現在)

科目 内訳 金額 構成比

（負債の部） ％

流動負債

預り金 4,505

未払金 133,015
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　未払手数料 32,401

その他未払金 100,614

未払法人税等 2,362

未払消費税等　　　　※2 9,074

賞与引当金 16,496

            流動負債合計 165,453 19.5

                負債合計 165,453 19.5

（純資産の部）

株主資本

　資本金　　　　　　 498,000 58.7

　利益剰余金  

　　 利益準備金 16,400

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金 169,189

　　　　　利益剰余金合計 185,589 21.9

　　　　　　株主資本合計 683,589

　　　　　　　純資産合計 683,589 80.5

　　　　負債・純資産合計 849,042 100.0
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(2）中間損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

科目 内訳 金額 百分比

  営業収益 ％

　　委託者報酬 326,618

    運用受託報酬 2,152

    その他営業収益　　　 53,428

      　　　　　　営業収益合計 382,200 100.0

  営業費用

　　支払手数料 194,201

    広告宣伝費 715

    委託計算費 18,666

    営業雑経費 5,937

      通信費 4,535

      協会費 1,402

      　　　　　　営業費用合計 219,522 57.4

  一般管理費

    給料 78,796

      役員報酬 　　  　    24,325

      給料・手当 54,471

    福利厚生費 10,620

    交際費 21

    旅費交通費 95

    租税公課 2,311

    不動産賃借料 9,526

　　退職給付費用 3,781

賞与引当金繰入額 10,747

    減価償却費  　　　　※1  196

    業務委託費 36,557

　　消耗品費 382

　　会計監査費 5,550

    諸経費 10,671

    　　　　　 一般管理費合計 169,259 44.3

  営業損失（△） △6,582 △1.7

  営業外収益

    受取利息 0

    雑収入 494

    　　　　　 営業外収益合計 494 0.1

  営業外費用

為替差損 573

    　　　　　 営業外費用合計 573 0.1

経常損失（△） △6,660 △1.7

  税引前中間純損失（△） △6,660 △1.7

  法人税、住民税及び事業税 144

　法人税等調整額 1,047 0.3

  中間純損失（△） △7,852 △2.1
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(3）中間株主資本等変動計算書
　　                                  　　　　
  第　10　期中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）
                                                                              （単位：千円）

株主資本   純資産合計

資本金 利益剰余金 株主資本

合計

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計　　

繰越利益剰余金

当期首残高 498,000 16,400 177,042 193,442 691,442 691,442

当中間期変動額

中間純損失（△） △7,852 △7,852 △7,852 △7,852

当中間期変動額合計 - - △7,852 △7,852 △7,852 △7,852

当中間期末残高 498,000 16,400 169,189 185,589 683,589 683,589
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重要な会計方針

項目
第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

1　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品　　　　　  ４～１５年

(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における
利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

2　引当金の計上基準     賞与引当金
　　従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額
    のうち当中間会計期間負担額を計上しております。

3　外貨建の資産及び負債
の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4　その他中間財務諸表作成のため
  の基本となる重要な事項

    消費税等の会計処理
　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっておりま

す。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）
を当中間会計期間から適用しております。

注記事項
（中間貸借対照表関係）

第 10 期中間会計期間末（平成28年9月30日現在）

※1　有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。

器具備品 2,655千円
　
※2　消費税等の取扱い
　　　　仮払い消費税など及び借り受け消費税などは、総裁の上、流動負債の「未払い消費税など」とし

て表示しております。
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（中間損益計算書関係）

第 10 期中間会計期間

（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

※1  減価償却費は以下の通りであります。

　　　　　有形固定資産　　　　　              196千円

　　　　　

　　　

（中間株主資本等変動計算書関係）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

  発行済株式の種類及び総数に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　        　（単位：株）

当事業年度期

首株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

発行済株式

　普通株式 9,960 　　　　　- 　　　　　- 9,960

(リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

                                                                　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

第 10 期中間会計期間末
（平成28年9月30日現在）

１年内 17,466

１年超　　 39,298

　　　合計 56,765

なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

EDINET提出書類

リクソー投信株式会社(E14732)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

64/75



(金融商品関係）

第　10　期中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成28年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りで

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　      　（単位：千円）

中間貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金 713,040 713,040 -

未収委託者報酬 74,743 74,743 -

未収収益 27,175 27,175 -

未払手数料 32,401 32,401 -

その他未払金   100,614    100,614 -

（ 注1 ）金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料、及びその他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（セグメント情報）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。　　　　　　　　　　
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（セグメント関連情報）

第 10 期中間会計期間

（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

1.  製品及びサービスごとの情報

  単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超える

ため、記載を省略しております。

2.　地域ごとの情報

　　（1）営業収益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　（単位：千円）

日本  フランス（欧州） 合計

  2,152   53,428   55,581

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　　　なお、委託者報酬326,618千円については制度上、顧客情報を知りえないため含まれてお

りません。

（2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しております。

3.　主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　        　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

リクソー・アセット・マネジメ

ント・エス・エイ・エス

53,428 資産運用業

　　

（注）なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しておりま

す。　
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(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

該当事項はありません。

（一株当たり情報）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）
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　一株当たり純資産額　　　　　                                  68,633.45円

　一株当たり中間純損失金額（△）                        　　 　　△788.44円　　

　 なお、潜在株式調整後一株当たり中間純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載して

  おりません。

　 (注）一株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

第 10 期中間会計期間

（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

中間純損失（△）(千円） △7,852

普通株式に係る中間純損失（△）(千円） △7,852

普通株主に帰属しない金額（千円） -

普通株式の期中平均株式数（株） 9,960

　（重要な後発事象）

第 10 期中間会計期間
（自平成28年4月 1日

　　至平成28年9月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

行為が禁止されています。

(1) 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま

す。以下(4)(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保

有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として

政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引また

は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を

行うこと。

(5) 前記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ

せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

訴訟事件、その他委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想さ

れる事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社
名称 資本金の額 事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
324,279百万円

（平成28年9月30日現在）

銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。

（参考）再信託受託会社の概況
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（平成28年9月30日現在）
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

マネックス証券株式会社
12,200百万円

（平成28年12月31日現在）

金融商品取引法に基づき、金

融商品取引業を営んでいま

す。

株式会社SBI証券
※ 1 483億2,313万円

（平成28年12月31日現在）

金融商品取引法に基づき、金

融商品取引業を営んでいま

す。

楽天証券株式会社
※ 2 7,495百万円

（平成28年12月31日現在）

金融商品取引法に基づき、金

融商品取引業を営んでいま

す。

※1　株式会社SBI証券は、平成29年3月22日より取り扱いを開始する予定です。
※2　楽天証券株式会社は、平成29年3月24日より取り扱いを開始する予定です。

２【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託契約の一部解約の請求の受

付、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いま

す。

３【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

(1) 目論見書は目論見書の別称として、以下を使用する場合があります。

　　　「投資信託説明書（目論見書）」

　　　「投資信託説明書（交付目論見書）」

　　　「投資信託説明書（請求目論見書）」

(2) 目論見書の表紙等に、以下を記載することがあります。
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①金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨

②委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額

などの委託会社に関する情報

③委託会社およびファンドのロゴ・マーク、イラスト、図案や写真、ファンドの商品分類など

④請求目論見書（金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書）の入手方法、請求目論見書

は投資者の請求により販売会社から交付される旨、および当該請求を行った場合はその旨を投

資者自身が記録しておく旨

⑤目論見書の使用開始日

⑥約款が請求目論見書に掲載されている旨

⑦ファンドの財産は、信託法に基づいて受託会社において分別管理されている旨

⑧届出に関する事項

⑨ファンドの略称や愛称等

(3) 目論見書の表紙または表紙裏に以下の趣旨の事項の全部または一部を記載することがありま

す。

① 投資信託は、株式、債券、投資信託証券など値動きのある有価証券（外国証券には為替変動

リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証

されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。

② 投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護

の対象にはなりません。

③ 登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりませ

ん。

④ 投資信託財産に生じた損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。

⑤ ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みいただき、投資家ご自身でご判断くださ

い。

(4) 有価証券届出書本文第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の記載の内容につい

て、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に

関連する箇所に記載することがあります。

(5) ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報のあるファンドは、交付目論見書

に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届出書の記載にしたがい記載す

ることがあります。

(6) 目論見書の運用実績のデータ（①基準価額・純資産の推移　②分配の推移　③主要な資産の状

況　④年間収益率の推移）等は適宜更新されることがあります。

(7) 請求目論見書の巻末に投資信託約款を掲載します。

(8) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

(9) 投資評価機関、投資評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

グを使用することがあります。

EDINET提出書類

リクソー投信株式会社(E14732)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

71/75



独立監査人の監査報告書

平成２８年６月１４日

リクソー投信株式会社

取　　締　　役　　会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員

　　　　

業務執行社員

公認会計士 星　　　　　知　　子 印

指定有限責任社員

　　　　

業務執行社員

公認会計士 稲　　　葉　　　　修 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理の状況」に掲げられているリクソー投信株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計

方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、リクソー投信株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項
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リクソー投信株式会社の平成２７年３月３１日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人に

よって監査されている。前任監査人は、リクソー投信株式会社の前事業年度の財務諸表に対して平成２７年

６月１２日付けで無限定適正意見を表明している。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２８年１２月８日

リ ク ソ ー 投 信 株 式 会 社

取　　締　　役　　会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

公認会計士 星　　　　　知　　　子 印

指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

公認会計士 稲　　葉　　　　　　修 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

会社等の経理状況」に掲げられているリクソー投信株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３

月３１日までの第１０期事業年度の中間会計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と

して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか

どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実

施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に

より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、リクソー投信株式会社の平成２８年９月３０日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで）の経営成績に関

する有用な情報を表示しているものと認める。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上　

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

  ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。

EDINET提出書類

リクソー投信株式会社(E14732)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

75/75


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	(1)ファンドの名称
	(2)内国投資信託受益証券の形態等
	(3)発行（売出）価額の総額
	(4)発行（売出）価格
	(5)申込手数料
	(6)申込単位
	(7)申込期間
	(8)申込取扱場所
	(9)払込期日
	(10)払込取扱場所
	(11)振替機関に関する事項
	(12)その他

	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	１ファンドの性格
	(1)ファンドの目的及び基本的性格
	(2)ファンドの沿革
	(3)ファンドの仕組み

	２投資方針
	(1)投資方針
	(2)投資対象
	(3)運用体制
	(4)分配方針
	(5)投資制限

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	(1)申込手数料
	(2)換金（解約）手数料
	(3)信託報酬等
	(4)その他の手数料等
	(5)課税上の取扱い

	５運用状況
	(1)投資状況
	(2)投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	(3)運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移

	(4)設定及び解約の実績


	第２管理及び運営
	１申込（販売）手続等
	２換金（解約）手続等
	３資産管理等の概要
	(1)資産の評価
	(2)保管
	(3)信託期間
	(4)計算期間
	(5)その他

	４受益者の権利等

	第３ファンドの経理状況
	１財務諸表
	２ファンドの現況

	第４内国投資信託受益証券事務の概要

	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況
	１委託会社等の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況
	（1）貸借対照表
	（2）損益計算書
	（3）株主資本等変動計算書

	４利害関係人との取引制限
	５その他

	第２その他の関係法人の概況
	１名称、資本金の額及び事業の内容
	２関係業務の概要
	３資本関係

	第３その他

	監査報告書

